
別紙第２ 

 

意見公募時の案との差異 

定めた命令等 意見公募手続を実施した命令等の案 

（検査対象装備移転船舶の指定） 

第八十八条の二の三 前条各号に掲

げる検査を受けようとする者は、こ

れらの検査の対象となる装備移転

船舶（以下「検査対象装備移転船舶

」という。）について、防衛大臣の

指定を受けるものとする。 

２ 前項の指定を受けようとする者

は、検査対象装備移転船舶指定申請

書（別記様式第十三）に、基本設計

検査において提出することを予定

する図書の目録を添えて、防衛大臣

に申請をするものとする。 

３（略） 

４ 防衛大臣は、前二項の申請に基づ

いて指定したときは、当該申請をし

た者に対し、基本設計検査において

提出を求める図書の目録（次条第一

項において「基本設計図書目録」と

いう。）を添えて、検査対象装備移転

船舶指定通知書（別記様式第十四）

によりその旨及び指定した検査対

象装備移転船舶の指定記号を通知

するものとする。 

５ 検査対象装備移転船舶の指定に

ついて通知を受けた者は、当該検査

対象装備移転船舶の装備移転を行

わなくなつたときは、当該指定の解

除を受けるものとする。 

６ 前項の指定の解除を受けようと

する者は、検査対象装備移転船舶指

定解除申請書（別記様式第十五）に

、当該検査対象装備移転船舶の装備

移転を行わなくなつたことを証す

（検査対象装備移転船舶の指定） 

第八十八条の二の三 前条各号に掲げ

る検査を受けようとする者は、これ

らの検査の対象となる装備移転船舶

（以下「検査対象装備移転船舶」とい

う。）について、防衛大臣の指定を受

けなければならない。 

２ 前項の指定を受けようとする者は

、検査対象装備移転船舶指定申請書（

別記様式第十二）に、基本設計検査に

おいて提出することを予定する図書

の目録を添えて、防衛大臣に申請を

しなければならない。 

３（略） 

４ 防衛大臣は、前二項の申請に基づ

いて指定したときは、当該申請をし

た者に対し、基本設計検査において

提出を求める図書の目録（次条第一

項において「基本設計図書目録」とい

う。）を添えて、検査対象装備移転船

舶指定通知書（別記様式第十三）によ

りその旨及び指定した検査対象装備

移転船舶の指定記号を通知するもの

とする。 

５ 検査対象装備移転船舶の指定につ

いて通知を受けた者は、当該検査対

象装備移転船舶の装備移転を行わな

くなつたときは、当該指定の解除を

受けなければならない。 

６ 前項の指定の解除を受けようとす

る者は、検査対象装備移転船舶指定

解除申請書（別記様式第十四）に、当

該検査対象装備移転船舶の装備移転

を行わなくなつたことを証する書類



る書類を添えて、防衛大臣に申請を

するものとする。 

７ 防衛大臣は、前項の申請に基づい

て指定を解除したときは、当該指定

の解除の申請をした者に対し、検査

対象装備移転船舶指定解除通知書（

別記様式第十六）によりその旨を通

知するものとする。 

（基本設計検査） 

第八十八条の二の四 基本設計検査

を受けようとする者は、基本設計検

査申請書（別記様式第十七）に、基

本設計図書目録に記載された図書

を添えて、防衛大臣に申請をしなけ

ればならない。 

２ （略） 

３ 防衛大臣は、前二項の申請に係る

検査対象装備移転船舶の基本設計

が基本設計検査に合格するものと

認めたときは、当該申請をした者に

対し、基本設計検査合格証（別記様

式第十八）を交付するものとする。 

４ （略） 

第八十八条の二の五 （略） 

２ 前項の承認を受けようとする者

は、基本設計変更申請書（別記様式

第十九）に当該変更に係る事項を記

載した書類を添えて、防衛大臣に申

請をしなければならない。 

３～５ （略） 

（船舶検査） 

第八十八条の二の六 船舶検査を受

けようとする者は、検査対象装備移

転船舶ごとに、船舶検査申請書（別

記様式第二十）に検査対象装備移転

船舶の製造に関する仕様書を添えて

、防衛大臣に申請をしなければなら

ない。 

を添えて、防衛大臣に申請をしなけ

ればならない。 

７ 防衛大臣は、前項の申請に基づい

て指定を解除したときは、当該指定

の解除の申請をした者に対し、検査

対象装備移転船舶指定解除通知書（

別記様式第十五）によりその旨を通

知するものとする。 

（基本設計検査） 

第八十八条の二の四 基本設計検査を

受けようとする者は、基本設計検査

申請書（別記様式第十六）に、基本設

計図書目録に記載された図書を添え

て、防衛大臣に申請をしなければな

らない。 

２ （略） 

３ 防衛大臣は、前二項の申請に係る

検査対象装備移転船舶の基本設計が

基本設計検査に合格するものと認め

たときは、当該申請をした者に対し、

基本設計検査合格証（別記様式第十

七）を交付するものとする。 

４ （略） 

第八十八条の二の五 （略） 

２ 前項の承認を受けようとする者は

、基本設計変更申請書（別記様式第十

八）に当該変更に係る事項を記載し

た書類を添えて、防衛大臣に申請を

しなければならない。 

３～５ （略） 

（船舶検査） 

第八十八条の二の六 船舶検査を受け

ようとする者は、検査対象装備移転

船舶ごとに、船舶検査申請書（別記様

式第十九）に検査対象装備移転船舶

の製造に関する仕様書を添えて、防

衛大臣に申請をしなければならない

。 



２ 防衛大臣は、前項の申請に係る

検査対象装備移転船舶について、

船舶検査に合格するものと認めた

ときは、当該申請をした者に対

し、船舶検査合格証（別記様式第

二十一）を交付するものとする。 

３ （略） 

４ 防衛大臣は、第二項の規定によ

り船舶検査合格証を交付したとき

は、当該船舶検査合格証に係る検

査対象装備移転船舶について第八

十八条の二の三第四項の指定を解

除するものとする。 

（臨時航行検査） 

第八十八条の二の七 臨時航行検査

を受けようとする者は、検査対象装

備移転船舶ごとに、臨時航行検査申

請書（別記様式第二十二）により防

衛大臣に申請をしなければならな

い。 

２ 防衛大臣は、前項の申請に係る

検査対象装備移転船舶について、

臨時航行検査に合格するものと認

めたときは、当該申請をした者に

対し、臨時航行許可証（別記様式

第二十三）を交付するものとす

る。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 防衛大臣は、前項の申請による検

査対象装備移転船舶について、船舶

検査に合格するものと認めたときは

、当該申請をした者に対し、船舶検査

合格証（別記様式第二十）を交付する

ものとする。 

３ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（臨時航行検査） 

第八十八条の二の七 臨時航行検査を

受けようとする者は、検査対象装備

移転船舶ごとに、臨時航行検査申請

書（別記様式第二十一）により防衛大

臣に申請をしなければならない。 

２ 防衛大臣は、前項の申請に係る検

査対象装備移転船舶について、臨時

航行検査に合格するものと認めたと

きは、当該申請をした者に対し、臨時

航行許可証（別記様式第二十二）を交

付するものとする。 

 

 

（引渡完了の届出） 

第八十八条の二の八 検査対象装備移

転船舶の船舶検査合格証の交付を受

けた者は、当該検査対象装備移転船

舶の外国政府への引渡しが完了した

ときは、引渡完了届出書（別記様式第

二十三）により、その旨を防衛大臣に

届け出なければならない。 

２ 前項の引渡完了届出書には、当該

検査対象装備移転船舶の受領証の写

しその他の引渡しが完了したことを



 

 

 

 

 

 

 

 

 

証する書類を添付しなければならな

い。 

３ 防衛大臣は、検査対象装備移転船

舶の引渡しが完了したことを確認し

たときは、当該検査対象装備移転船

舶について第八十八条の二の三第四

項の指定を解除するものとする。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


